
参考資料２ 

保護水面の産卵状況、人工産卵床の状況及び追加ヒアリング情報 

１．荒川における保護水面の調査状況 

（１） 保護水面の概要 

名称 寄居町荒川
告示番号 第６７０号
設定年月日 昭和58年5月12日
所在地 埼玉県寄居町（玉淀ダム～正喜橋）
保護対象 ウグイ・アユの産卵場
保護期間 ウグイ：周年

アユ：10月1日～10月31日まで(産卵期）
区域 概略図は以下のとおり。

その他
当該水面では毎年ウグイの人工産卵床を
造成している  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：埼玉県保護水面（埼玉県）、荒川におけるウグイの増殖技術について（埼玉

県,1996）を基に作成。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：埼玉県保護水面（埼玉県） 

 



年度 親魚
産卵粒数
（万粒）

稚魚数
（万尾）

昭和58年度 235
昭和59年度 293
昭和60年度 567
昭和61年度 119
昭和62年度 413
昭和63年度 471
平成元年度 241
平成２年度 321
平成３年度 391 189
平成４年度 364 210
平成５年度 285 480 190
平成６年度 940 550 270
平成７年度 580 175 103
平成８年度 660 380 250
平成９年度 350 200 60
平成１０年度 245 180 30
平成１１年度 68 50 34
平成１２年度 115 85 34
平成１３年度 56 41 23
平成１４年度 - - 20
平成１５年度 183 136 10
平成１６年度 40 30 5
平成１７年度 96 71 21
平成１８年度 70 52 2

注１）上記データのうち、平成11年度以前は象ヶ鼻・加藤砂利地点
の合算結果、平成12年度以降は加藤砂利地点のみの結果。

注２）H14年度：保護水面内人工産卵床で親魚が確認されなかった
が、稚魚確認時に20万尾確認（埼玉県では人工産卵床外からの流下
個体と推察している）。

（２） 保護水面等に関する既存調査 

埼玉県では水産資源であるウグイを保護対象として、効果的な管理方法を検討する

ため、毎年、保護水面におけるウグイの産卵状況及び稚魚分布状況について調査して

いる。 

 

① 調査内容と方法 

毎年４月、保護水面内の２定点（加藤砂利地点及び象ヶ鼻地点（平成12年度以降は  

加藤砂利地点のみ））にて人工産卵床を造成し、産卵床に寄り付いたウグイ親魚(産卵

個体)個体数を目視観察により推計し、親魚個体数から産卵粒数の推定を行っている。

また、産卵後、現地にてふ化した稚魚数を目視観察により推計している。 

 

② 調査結果 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2人工産卵床の設置状況

河川 管轄漁業
平成１７年度調査（ヒアリン

グ）
結果

平成１８年度調査（ヒアリン
グ）
結果

人工産卵床
造成場所

産卵等の実態
に関する調査

保護水面
の有無

利根川 利根漁業
ウグイの人工産卵床を毎年
（５－６月）作っている（４支
部）

河川の状況を勘案して場所
は決めている。細かく見れば
毎年異なる場所で実施してい
る。

毎年異なる場
所

実績なし ×

渡良瀬川 両毛漁協

人工産卵床については相川
橋・市民広場前・錦桜橋下
流・昭和橋下流で毎年４月～
５月にウグイ産卵床を造成し
ている。

毎年、ほぼ同じ場所で人工産
卵床を整備している。

ほぼ同じ場所 実績なし ×

神流川 神流川漁協

毎年５箇所程度ウグイ・オイ
カワの人工産卵床を造成して
いる。場所は特定していな
い。

河川・魚の生息状況を見て毎
年場所は変更している。平成
１９年度からはウグイ産卵床
１箇所、オイカワ産卵床１箇
所合計２箇所に減らすことに
なった。

毎年異なる場
所

実績なし ×

綾瀬川
埼玉東部
漁協

綾瀬川佐藤橋下流の中洲に
人工産卵床を作っており、そ
の中洲にはヨシノボリ・クチボ
ソ等が多くの魚が生息してい
る。

河川・魚の状況を勘案して定
期的に場所は変更している。
現在、人工産卵床は佐藤橋
下流（中洲）に無く、支流に整
備している。

定期的に異な
る場所

実績なし ×

荒川 秩父漁協

毎年４月中旬～５月末まで、
管轄域内で本流に８箇所程
度ウグイの人工産卵（まや）を
造成し、一部はそのまま産卵
場所として期間中保全し、一
部では卵を採取・人工孵化さ
せて稚魚放流している。

毎年、ほぼ同じ場所（１０箇
所）で人工産卵床を整備して
いる。

ほぼ同じ場所 実績なし ×

荒川
埼玉中央
漁協

毎年、保護水面内において、
同じ場所で人工産卵床を整
備、19年度は4月中旬～月上
旬(H19.7月ヒアリング）

毎年同じ場所 毎年実施 ○



３．ヒアリング情報について 

1.利根川 

表 1.1  利根川における魚類生息状況および河川環境等に関するヒアリング結果 

 群馬県(上流) 埼玉県(中流) 千葉・茨城県(中流) 千葉・茨城県(下流)

産 卵

場・幼

稚仔魚

の生育

場  

・アユは坂東大橋～福島
橋の間、サケは坂東大
橋～福島橋の間、刀水
橋付近や烏川合流点で
産卵が確認。イワナは
支流で産卵(群馬県水
試)。 

・サケ及びアユは群馬県
伊勢崎市内及び坂東大
橋～上武大橋間の砂礫
地帯で産卵(関東短期
大学)。 

・ウグイの人工産卵床を
毎年(5-6月)設置(利根
漁協)。 

・ウグイの人工産卵床に
ついて、平成 19 年度
は、上流赤谷川と利根
川の合流点、片品川の
合流点、JR岩本駅前地
先で造成した。造成す
る場所は、河川状況に
よって毎年少しずつ異
なる(利根漁協)。 

・ウグイの産卵が行われ
ているかどうかは、目
視により確認する程度
であり、詳しい調査は
行っていない(利根漁
協)。 

・主にコイ・フナ類は中下
流域の抽水植物帯、ウグ
イ等は中流域の砂利場
で産卵しており、具体的
な場所は年々河川も変
化するので把握は困難
(埼玉県水産研究所)。 

・アユの産卵場所は坂東大
橋下流の砂礫地帯(児玉
郡市漁協)。 

・栗橋周辺はハクレンの産
卵場(埼玉中央漁協)。 

・利根大堰(埼玉県)の
下及び横利根川と利
根川との合流点付近
( 千 葉 県 大 利 根 分
館)。 

・コイやフナ類は堤防
の脇、ワカサギは砂
地の場所に産卵(鬼
怒利根漁協)。 

 

・コイやフナ類は堤防
の脇、ワカサギは砂
地の場所に産卵(中
利根漁協)。 

※（）は回答者所属機関名  

・ 赤字は平成 19 年度ヒアリング結果 

 

2.鬼怒川 

表 2.1 鬼怒川における魚類生息状況および河川環境等に関するヒアリング結果 

産卵場・

幼稚仔魚

の生育場 

 ・佐貫地区から茨城県県境全
域でウグイ、オイカワの産
卵場となっている（栃木県
鬼怒川漁協）。 

・平成 17 年度以降、実態調査をし
ているが、アユの産卵の実態がみ
られないとのこと（茨城県内水
試） 

※（）は回答者所属機関名 

・ 赤字は平成 19 年度ヒアリング結果 

 

 

3.渡良瀬川 

表 3.1  渡良瀬川における魚類生息状況および河川環境等に関するヒアリング結果 

産卵場・

幼稚仔魚

の生育場

・自然産卵場所は調査していな
いので把握していない（栃木
県水試・両毛漁協）。 

・桐生市内でもヤマメは産卵
（群馬県水試）。 

・ウグイの産卵場は河川の中の
様々な場所に形成されるた
め、詳細な場所は把握してい
ない（群馬県水試） 

・アユは支流・思川、サケは旗
川～桐生市あたりで産卵（関
東短期大学）。 

・サケは緑橋上・下流、アユ・
ウグイは福猿橋上・下流で産
卵している（渡良瀬漁協）。 

・人工産卵床については相川
橋・市民広場前・錦桜橋下
流・昭和橋下流で毎年 4月～
5 月にウグイ産卵床を造成
している（両毛漁協）。 

 

 

 

 

 

・コイ・フナ類はヨシ帯で産卵
している（渡良瀬漁協）。 

 

4.神流川 

表 4.1  神流川における魚類生息状況および河川環境等に関するヒアリング結果 

 群馬県（上流～中流） 群馬県、埼玉県（中流） 埼玉県（下流（利根川合流））

産卵場・

幼稚仔魚

の生育場

・神流湖のバックウォーター
付近のお蝶が穴（神流湖内
の大きな岩）がアユの産卵
場になっている（群馬県水
試）。 

・神流湖の上流で産卵してい
るアユは陸封のアユであ
る。それらの産卵場に関す
る調査の実績はあるが、定
期的な調査は行っていない
（群馬県水試）。 

 

 

・下久保ダム下流でアユ等が産
卵している（関東短期大学）。 

・下久保ダムの下流で孵化した
アユの稚魚は利根川に一部入
るが、途中に水位が安定せず
水枯れを起こす区間があるこ
とから、翌年の遡上に寄与し
ているかどうかは不明である
（群馬県水試）。 

・毎年ウグイ・オイカワの人工
産卵床を造成している。場所
は管轄区域内で特定はしてい
ない（神流川漁協）。 

・最近はウグイの数が少なくて、
産卵床を造成しても魚がつか
ないことが多い（神流川漁
協）。 

 

・特に把握していない（児玉郡市
漁協）。 

※（）は回答者所属機関名  

・ 赤字は平成 19 年度ヒアリング結果 
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5.荒川 

表 5.1(1)  荒川における魚類生息状況および河川環境等に関するヒアリング結果 

 埼玉県（上流） 埼玉県・東京都（中流） 埼玉県・東京都（中・下流）

産卵場・

幼稚仔魚

の生育場 

（イワナ・ヤマメの産卵場） 

・具体的な場所は年々河川も変化する
ので把握困難であるが、イワナ・ヤ
マメ等は上流域の砂利場で産卵して
いる（埼玉県水産研究所）。 

・本川では産卵を行っていないと思う。
支川や沢が主な産卵場ではないか
（秩父漁協）。 

（カジカの産卵場） 

・カジカは横瀬川との合流地点より上
流に多く生息している。カジカはよ
い石があれば産卵するので、生息範
囲の中の広い範囲で産卵しているの
ではないか（秩父漁協）。 

（アユの産卵場） 

・久下橋周辺と玉淀ダムの上流ではア
ユの産卵を確認している。久下橋か
ら玉淀ダムの間では産卵に適した砂
利場がみられるので産卵している可
能性はある（埼玉県水産研究所）。 

・管理区間内はほとんど全てが放流魚
であると思う。産卵場は玉淀ダムの
バックウォーターでみられるようだ
が、再生産にはつながっていない。
（秩父漁協）。 

（ウグイの産卵場） 

・管轄域内の本流に 10 箇所程度ウグイ
の人工産卵床を造成し、一部はその
まま産卵場所として期間中保全し、
一部では卵を採取・人工孵化させて
稚魚放流しているが、具体的な自然
産卵場所は把握していない（秩父漁
協）。 

・荒川本川では、高砂橋下流～柳大橋
上流までで 8 箇所の人口産卵床を造
成している。そのうち 6 箇所は、漁
を行うための産卵床であり、和銅大
橋とベルトコンベアー橋の 2 箇所は
純粋な産卵場の造成である（秩父漁
協）。 

・ウグイは保護水面に指定された区域
で産卵している（埼玉県水産研究
所）。 

・玉淀ダムから正喜橋まで
はウグイ・アユの産卵場
として保護水面指定さ
れている（埼玉中央漁
協）。 

・具体的な場所は年々河川
も変化するので把握困
難であるが、コイ・フナ
類は中下流域の抽水植
物帯、アユ・ウグイ等は
中流域の砂利場で産卵
している（埼玉県水産研
究所）。 

・玉淀ダム完成後は長瀞か
ら吹上の間でアユの産
卵がみられる（国土交通
省関東地方整備局荒川
上流河川事務所ホーム
ページ）。 

 

 

 

表 5.1(2)  荒川における魚類生息状況および河川環境等に関するヒアリング結果 

 埼玉県（上流） 埼玉県・東京都（中流） 埼玉県・東京都（中・下流） 

 

魚介類等

資源の保

全   

①放流魚種 

・ヤマメ・アユ・ウナギ・カジ
カ・ナマズ・ワカサギ（秩父
漁協）。 

②保護水面等区域 

・寄居町内の正喜橋から玉淀ダ
ムまでの間は水産資源保護法
の基づくウグイ・アユの保護
水面に指定されている。他に
県漁業調整規則に基づく禁止
区域（大滝発電所取水堰堤の
上・下流域等）が設定されて
いる（埼玉県水産研究所・埼
玉中央漁協）。 

③組合の遊魚規則による禁止区
域 

・両神小森川上流・支流、小山
川上流、秩父市大滝中津川支
流、沢など（秩父漁協）。 

①放流魚種 

・ヤマメ、ニジマス、ナマズ、
アユ、ヘラブナ（埼玉中央漁
協）。 

①放流魚種 

・ウナギ、ナマズ、アユ、ドジ
ョウ、ヘラブナ（埼玉南部漁
協）。 

※（）は回答者所属機関名  

・ 赤字は平成 19 年度ヒアリング結果 
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6.霞ヶ浦 

表 6.1 霞ヶ浦・北浦・常陸利根川における魚類生息状況および 

河川環境等に関するヒアリング結果（平成 19 年度・茨城県内水面水産試験場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

霞ヶ浦、北浦の魚類につ
いて産卵場に関する調査
を行っているか。

ワカサギについては保護水面を中心に詳しい調査を行ってい
る。
コイやフナ類については一部の場所でしか調査を行っていな
い。

コイの産卵場の位置
岸際の抽水植物が見られる場所などが多い傾向はあるが、具
体的な範囲などについては分かっていない。

フナの産卵場の位置
ギンブナの主な産卵場は周辺の水路や流入河川であると考え
られる。

ワカサギの産卵場の位置

出島地区は産卵場としてあまりよい状況ではない。霞ヶ浦で
は全体的に泥っぽい場所が増えてきておりて、ワカサギの産
卵に適した場所が少なくなってきている。
霞ヶ浦の産卵場の特徴は、まとまって卵が見つかる場所が少
ないことである。多くの産卵場において、卵の密度が低い
（調査で採泥器をいれても２、３粒しか採集されない状
態）。
北浦については保護水面を中心に産卵が確認されている。

テナガエビの産卵場の位
置

特に決まった場所はない。卵を抱えた親は、湖岸よりの水深
が浅い場所でも沖の水深が深い場所でも見つかっている。沈
水植物が多かった頃には、そういった場所で多く親が見つ
かったという報告があるので、本来はそのような場所が産
卵・成育場になっていたのではないか。

保護水面の設置目的
ワカサギが主体種になっており、ワカサギの産卵場を保護す
る目的である。

禁止区域
保護水面はワカサギが主な対象になっているのに対して、禁
止区域設定の目的は魚類全般を保護することである。

霞ヶ浦の環境

植物帯が減ってきている。沈水植物はほとんどなくなり、抽
水植物の面積も減っている。特に水がひたひたまでくる場所
は少なくなってきている。波や冬季に水位を上げる影響で植
物が生育している場所が削られているのが原因ではないか。
水面へなだらかに続く場所が少なくなり、断面化した陸地が
残っているような状態である。

河床材料の分布 泥っぽい場所が増えてきている。

産卵場の位置について

保護水面について

霞ヶ浦の環境について




